
る
と
し
て
、
自
民
・
公
明
両

党
と
の
合
意
に
も
と
づ
き
、

12
年
８
月
、
社
会
保
障
制
度

改
革
推
進
法
（
以
下
「
改
革

推
進
法
」）
を
消
費
税
増
税

法
と
と
も
に
成
立
さ
せ
た
。

同
法
に
つ
い
て
、
伊
藤
周
平

・
鹿
児
島
大
学
教
授
は
、
公

的
責
任
を
放
棄
し
、「
持
続

可
能
性
を
名
目
に
、
社
会
保

障
費
の
抑
制
・
削
減
を
宣
言

し
た
に
等
し
い
内
容
」（『
社

会
保
障
改
革
の
ゆ
く
え
を
読

む
』
15
年
、
以
下
同
じ
）
だ

式
が
社
会
保
障
の
基
本
だ
と

す
る
報
告
書
を
と
り
ま
と
め

た
。
12
月
に
は
、
受
益
と
負

担
の
均
衡
が
と
れ
た
持
続
可

能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立

進
に
関
す
る
法
律
）
を
報
告

書
の
具
体
化
と
し
て
成
立
さ

せ
た
。

　

伊
藤
教
授
は
、「
社
会
保

障
の
給
付
を
受
け
る
こ
と

必
要
（
ニ
ー
ズ
）
に
応
じ
て

発
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
保

険
料
負
担
の
見
返
り
と
し
て

発
生
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
は

「『
負
担
が
な
け
れ
ば
給
付

な
し
』
と
い
う
保
険
原
理
を

徹
底
」
し
、「
公
的
責
任

（
特
に
国
の
責
任
）
を
縮
小

は
、
憲
法
25
条
１
項
に
い
う

『
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
』
に

ほ
か
な
ら
ず
、
受
益
権
は
、

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

「
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
」（
持
続

可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確

立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推

度
改
革
国
民
会
議
」
は
、

「
保
険
料
を
支
払
っ
た
人
に

そ
の
見
返
り
と
し
て
受
給
権

を
保
障
」
す
る
社
会
保
険
方

と
指
摘
し
て
い
る
。

　

安
倍
内
閣
へ
と
政

権
交
代
し
た
後
の
13

年
８
月
、
改
革
推
進

法
を
根
拠
に
設
置
さ

れ
た
「
社
会
保
障
制

し
、
社
会
保
障
の
削
減
を
進

め
よ
う
」
と
す
る
も
の
だ
と

批
判
し
て
い
る
。

　

小
泉
政
権
の
「
負
担
と
給

付
を
天
秤
に
か
け
る
」
考
え

は
、
民
主
党
政
権
を
間
に
挟

み
、
安
倍
政
権
へ
と
継
承
さ

れ
て
い
た
の
だ
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
利
用
し
た
「
社
会
保

障
個
人
会
計
」
が
「
死
後
精

算
」
も
含
め
、「
見
返
り
」

論
の
具
体
化
と
し
て
実
現
す

る
お
そ
れ
は
十
分
あ
る
と
見

て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

 

（
つ
づ
く
）

基基  
軸軸
社
会
保
障
か
ら
考
え
る

社
会
保
障
か
ら
考
え
る

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」制
度

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」制
度
❹❹

自
治
体
情
報
政
策
研
究
所
代
表　

黒
田
充

自
治
体
情
報
政
策
研
究
所
代
表　

黒
田
充

受
給
は
保
険
料
の
見
返
り

社
会
保
障
の
公
的
責
任
を
縮
小

　

２
０
０
９
年
に
誕
生
し
た

民
主
党
政
権
は
「
社
会
保
障

と
税
の
一
体
改
革
」
を
進
め


